
○ 地方分権改革推進委員会第3次勧告（平成21年10月7日）で方針が示された以下の3つの  

重点事項のうち特に坤方要望に係る事項を中心に、地方分権改革推進計画（平成21年12月  

15日間議決定）に基づき関連法律の改正を行う。  

（a）施設・公物設置管理の基準   

（b）協議、同意、 許可、認可、承認   

（c）計画等の策定及びその手続  

（a）施設・公物設置管理の基準の見直し  

①児章福祉法・老人福祉法・介護保険法・障害者自立支援法の一部改正   

◆以下の施設・サービスの人員・設備・運営基準を、都道府県等の条例に委任。   
・児童福祉施設（保育所、助産施設等）及び指定知的障害児施設等（知的障害児施設、重症心身障害児施設等）   

・特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム   

・・指定居宅サービス（ホームヘルプ、デイサービス等）、指定介護老人福祉施設等   
・指定障害福祉サービス（生活介護、就労移行支援等）、指定障害者支援施設等   

◆人員・居室面積・人権侵害防止等の厚生労働省令で定める基準は「従うべき基準」、利用  
定員は「標準」、その他は「参酌すべき基準」とする。   

◆ただし、保育所の居室面積基準については、厚生労働大臣が指定する地域にあっては、  
政令で定める日までの間は、「標準」とする。   



（a 設・公 壬 鎗理の タ の 直し   

②職業能力開発促進法の一部改正   

◆都道府県の行う施設外訓練及び委託訓練に関する基準を、都道府県の条例に委任。  
◆厚生労働省令で定める基準を、「参酌すべき基準」とする。   

③就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正  
◆認定こども園の認定要件の基準・表示基準を、都道府県の条例に委任。  
◆入所・入園資格基準は「従うべき基準」、その他は「参酌すべき基準」とする。  

※ ①及び③については、施行状況等を勘案し、条例委任の在り方や厚生労働省令等で定める基準の  
在り方について検討し、必要があると認めるときは、検討結果に基づいて所要の措置を講ずる。  

（b）協議、同意、許可、認可、承認の見直し   

○林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正  
◆林業労働力確保基本計画の策定・変更における農林水産大臣・厚生労働大臣への協議  

を「報告」とする。  

（c）計画の策定及びその手続の見直し   

○医療法の一部改正  

◆医療計画の内容のうち、地域医療支援病院等の整備目標に関する事項等に係る規定は、  
義務から努力義務化する。   




